
 

 

 

・ 面積は158,241haで県土の35％、森林の46％ 

・ 県有林の基は、明治４４年３月に御下賜された御料地、平成23年3月に100周年  

・ 46％は国立公園等の自然公園に指定され、重要な観光資源として良好な自然環境や景観を提供 

・ ８割が保安林に指定されており、県土の保全、水源かん養等の公益的機能を発揮 

・ 平成 15 年にＦＳＣ森林管理認証を取得し、環境に配慮した森林管理のもと木材を安定的に供給

し、本県林業、木材産業の振興に寄与 

・ 森林公園（3箇所）、森林文化の森（12箇所）を設定し、保健休養利用を推進 

 

県有林位置図 

 

 

 

≪県有林管理計画とは≫ 

・ 「地域森林計画」に即し「県有林野管理規程」に基づき５年ごとに樹立する10年間の計画。 

・ 昭和51年度からこれまで８次にわたり樹立 

・ ７次計画（平成18年度）からは、「経営計画」を「県有林管理計画」に名称変更 

・ 計画事項は、管理経営の基本方針、県有林の地種区分、作業団区分、作業団区分別の施業基準、

伐採や造林等の事業量等 

 

 

 

 

 

 

 

≪森林の状況≫ 

・ 人工林面積は58千haで林地の43％を占める 

・ 樹種別割合は、カラマツが 45％で第 1 位、以下ヒノキ、アカマツと続き、3 樹種で全体の 80％

を占める 

・ 林地は、公益的機能の発揮を重視する「公益林」と持続的な木材生産を重視する「経済林」に区

分し、適切に管理 

      

   

＜公益林＞ 

・ 公益林は、風致保存地帯、林地保全地帯、保健休養地帯に区分し、適切に管理 

 
＜経済林＞ 

・ 経済林は、ピークの11齢級を含む10～12齢級面積が全体の43％を占める偏った齢級構成 

 

  

単位：ha、千m3
面積 蓄積 面積構成比

58,744 11,635 43.2%
77,190 12,230 56.7%
133 0 0.1%

136,067 23,865 100.0%

公益林 98,964 16,268 72.7%
経済林 36,348 7,456 26.7%
その他 755 141 0.6%

林種区分
人工林
天然林

無立木地

林地計

単位：ha、千m3
面積 蓄積 面積構成比

67,971 11,689 69%
公益移行林 23,184 4,157 23%

29,062 4,251 29%
1,931 328 2%
98,964 16,268 100%合計

区分
風致保存地帯

保健休養地帯
林地保全地帯
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≪基本方針≫ 

 

 

 

国際基準に基づく森林管理の推進 

～県有林が有する多様な森林の機能を充実強化する森林づくりの推進～ 
  
重点取り組み事項 

＜環境・社会・経済が調和した持続可能な森林管理＞ 

ＦＳＣの国際基準に適合した森林管理レベルの向上に努め、環境に配慮し

た適切な管理のもと、社会的な利益にかない、かつ経済的にも持続可能な森

林管理をさらに推進 

 

 

 

 

 

 

水源かん養機能を発揮する

針広混交林 

＜水を育む森づくり＞ 

県有林の多くが水源となる上流に位置することを踏まえ、良質な水の供給

につながる水源かん養や水質保全等の公益的機能をさらに高めるため、針広

混交林化や天然生林施業など土地利用区分に応じた多様な森づくりを推進 

 

＜富士山世界遺産等における森林景観への配慮＞ 

県有林の46％を占める自然公園エリアを中心に

択伐施業など、景観に配慮した森林整備を行うと

ともに、富士山世界遺産エリアにおいて、伐採に

よる眺望景観の変化を抑制する面積基準を設定 

 

 
【眺望点から伐採箇所が見えない場合のイメージ図】 

 

＜シカ被害対策の推進＞ 

森林に被害を及ぼすニホンジカの生息数の増加や

分布域の拡大を防止するため、管理捕獲に取り組む

事業者と連携し、造林地に設置するシカ侵入防止柵

を囲い罠猟や、くくり罠猟にも活用するなど効果的

なシカ捕獲を支援  

 
    

                  
 

森林資源の多面的利活用の推進 

～「材」・「エネルギー」・「場」をキーワードとした県有林の多面的利用の推進～ 
    
重点取り組み事項 

＜2020東京大会を契機としたＦＳＣ認証材の販売促進＞ 

東京オリンピック・パラリンピック競技施設への県産ＦＳＣ認

証材の活用を核に、ブランド化や需要拡大を図っていくため、Ｆ

ＳＣ認証材の県内外での販促活動やＰＲ活動を推進 

        

 

 

 
市場で販売される 

ＦＳＣ認証材 

 

＜造林・搬出作業の低コスト化＞ 

収穫計画箇所の伐採・搬出や造林作業の効率化に必要な林道、作業道

を計画的に開設するとともに、先駆的な技術や経費のかからない施業を

導入し、造林・搬出作業の低コスト化を推進 

 
 

 

 

 
間伐材搬出作業 

 

＜森林空間を活用した都市住民との交流や機会の創出＞ 

首都圏に位置する立地条件を活かし、未だ知られていない魅力的な森

林スポットの発信や、企業・団体と連携した新たな森林利用の場（クラ

インヴァルト）の設定等により、観光・レクリエーション利用を促進 
 

 

 

 

 

 

 

 
森林文化の森「瑞牆の森」 

・針広混交林化面積  4,496ha 

・富士山世界遺産構成資産内の伐採上限面積を１／２に縮小（10ha→5ha） 

・柵の隙間には、誘因ゲート、捕獲ゲートを設置 
・柵の外側には、柵沿いにくくり罠を設置 

・造林の低コスト化 

植栽本数減 ヒノキ 3,000本／ha→2,300本／ha（地位「上」） 

・自然を目的として本県を訪れる観光客数を 363千人増 

（5,425千人：H26年→5,788千人：H31） 

第 3次県有林管理計画（計画期間：平成 28年度～平成 37年度）の概要             

 国際基準に基づき森林の多面的機能を高度に発揮していくための森林管理に努めるとともに、県内森林面積の約半分を占める公有林として、「やまなし森林・林業振興ビジョン」の実現に向け、「材」・「エネルギー」・

「場」をキーワードとする森林資源の多面的な利活用システムの構築に先導的に取り組むこととする。 

・ＦＳＣ認証材供給量 

3次計画期間 75千m3／年 


